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○松本市資源物集団回収助成金交付要綱 

平成１８年８月３１日 

告示第１３６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、資源物回収活動の活性化を図ることにより、家庭から排出される一般廃棄物の減

量と資源の再利用を推進するため、資源物の集団回収を市民の自主事業として実施する団体に対し資

源物集団回収助成金（以下「助成金」という。）を予算の範囲内で交付することについて、松本市補

助金交付規則（昭和３７年規則第１６号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（助成金交付対象団体） 

第２条 助成金の交付対象となる団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体で、あらかじめ市

長の登録を受けたものとする。 

(1) 市内に住所を有し、営利を目的としないこと。 

(2) 回収した資源物を自らの責任において適正に保管し、売却等の方法により直接資源物回収業者（以

下「業者」という。）に引き渡すこと。 

２ 前項に規定する登録を受けようとする団体は、松本市資源物集団回収団体登録申請書（様式第１号）

により市長に申請しなければならない。登録事項を変更したときも、同様とする。 

（助成対象資源物の種類等） 

第３条 助成の対象となる資源物の種類及び助成単価は、別表に定めるとおりとする。 

（交付申請及び実績報告） 

第４条 助成金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、松本市資源物集団回収助

成金交付申請書（実績報告書）（様式第２号）に業者が発行する資源物精算書を添えて、市長に提出

しなければならない。ただし、市長が指定するウェブサイトを利用する方法で申請及び報告を行うと

きは、書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的記録により市長に提出することができる。 

（交付決定及び確定通知） 

第５条 市長は、助成金の交付を決定（確定）したときは、申請者に対し、松本市資源物集団回収助成

金交付決定通知書（確定通知書）（様式第３号）により通知するものとする。 

（助成金の取消し及び返還） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定の全部又は一部を取

り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 資源物集団回収団体の登録申請手続きその他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告

示の施行前においても行うことができる。 

附 則（令和６年７月８日告示第３８３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の松本市資源物集団回収助成金交付要綱の規定による様式は、当分の間、こ

の告示による改正後の松本市資源物集団回収助成金交付要綱の規定による様式とみなす。 

附 則（令和６年１２月１３日告示第７２４号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

助成金の対象となる資源物の種類及び助成単価 

種類 単位 助成単価 

アルミ １kg ３０円 

金属類 １kg ４円 

雑誌 

新聞紙 

段ボール 

布類 

一升ビン １本 ４円 

２Lビン 

ビール（大） 

ビール（中、小） 

ジュース 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

 


